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訓 令

鳥取県訓令第７号

鳥取県公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成23年３月31日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県公印規程の一部を改正する訓令

第１条 鳥取県公印規程（昭和26年鳥取県訓令甲第21号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の

改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該

改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削

り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正表」という。）に対応する次の

表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分（以下この条において「改正後表」という。）が存在する場合に

は、当該改正表を当該改正後表に改め、改正後表に対応する改正表が存在しない場合には、当該改正後表を加

える。

改 正 後 改 正 前

（種類等） （種類等）

第２条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに管守者 第２条 公印の種類、ひな形及び寸法並びに管守者

は、別表に定めるところによる。 は、別表に定めるところによる。ただし、政策法務

課長（鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第

13号。以下「組織規則」という。）第６条に規定す

る政策法務課の長をいう。以下同じ。）が管守者と

される公印（別表11の項の課長印（以下単に「課長

印」という。）を除く。）については、県の執務時

間に関する規程（昭和44年鳥取県訓令第２号）第２

条に規定する県の執務時間外及び鳥取県の休日を定

める条例（平成元年鳥取県条例第５号）第１条第１

項に規定する県の休日（以下「執務時間外等」とい

う。）における管守者は、守衛とする。

（新調、改刻又は廃止の申請等） （新調、改刻又は廃止の申請等）

第４条 所属長（政策法務課長（鳥取県行政組織規則 第４条 所属長（政策法務課長を除く。以下同じ。）

（昭和39年鳥取県規則第13号）第６条に規定する政 は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとする

策法務課の長をいう。以下同じ。）を除く。以下同 ときは、あらかじめ政策法務課長に申請しなければ

じ。）は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しよう ならない。

とするときは、あらかじめ政策法務課長に申請しな

ければならない。
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（使用） （使用）

第８条 略 第８条 略

２ 執務時間外等（県の執務時間に関する規程（昭和 ２ 執務時間外等に押印しようとするときは、公印使

44年鳥取県訓令第２号）第２条に規定する県の執務 用簿（様式第２号）に所要事項を記載しなければな

時間外及び鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥 らない。ただし、課長印の押印については、この限

取県条例第５号）第１条第１項に規定する県の休日 りでない。

をいう。）に押印しようとするときは、公印使用簿

（様式第２号）に所要事項を記載しなければならな

い。ただし、課長印（別表11の項の課長印をい

う。）の押印については、この限りでない。

３ 略 ３ 略

（公印省略文書） （公印省略文書）

第９条 次に掲げる文書は、公印の押印を省略するこ 第９条 次に掲げる文書は、公印の押印を省略するこ

とができる。 とができる。

(１) 県の機関又は県内の他の地方公共団体あての (１) 県の機関又は県内の他の地方公共団体あての

往復文（通達、依命通達及び発信名義が知事又は 往復文（通達、依命通達及び発信名義が知事又は

会計管理者であるもの（会計管理者にあっては、 会計管理者であるものを除く。）

鳥取県会計管理者等事務決裁規則（平成21年鳥取

県規則第25号）第３条の規定により知事の権限に

属する事務のうち会計管理者に委任された事務に

関するものを除く。次号及び第３号において同

じ。）を除く。）

(２)～(５) 略 (２)～(５) 略

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

公 印 の 種 類 ひ な 形 寸 法 管 守 者 摘 要 公 印 の 種 類 ひ な 形 寸 法 管 守 者 摘 要

略 略

１ 専用知事印 １ 専用知事印

第１号～第４号 略 第１号～第４号 略

第５号 長方形 消防課長 危険物取扱者 第５号 長方形 消防チーム長 危険物取扱者

縦４ミリメー 保安講習及び 縦４ミリメー 保安講習及び

トル 消防整備士講 トル 消防整備士講

横18ミリメー 習の修了認定 横18ミリメー 習の修了認定

トル 用 トル 用

第６号 10ミリメート 消防課長 危険物取扱者 第６号 10ミリメート 消防チーム長 危険物取扱者

ル四方 免状及び消防 ル四方 免状及び消防

整備士免状用 整備士免状用

略 略

３ 知事職務代理者 ３ 知事職務代理者

印 印

第１号 略 第１号 略

第２号 28ミリメート 東京本部長 第２号 28ミリメート 東京本部長

ル平方 ル平方

鳥 取 県

知 事 印

鳥 取 県

知 事 印

鳥 取 県

知 事 印

鳥 取 県

知 事 印

鳥 取 県

知 事 職 務

代 理 者 印

鳥 取 県

知 事 職 務

代 理 者 印
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第３号 28ミリメート 人事企画課長 辞令用

ル平方

略 略

11 課（室）長印 11 課（室）長印

第１号 21ミリメート 主務課（室・ 第１号 21ミリメート 主務課（室・

ル四方 本部・所・ ル四方 チーム・所・

校）長 校）長

第２号 21ミリメート 主務課（室・ 第２号 21ミリメート 主務課（室・

ル四方 所・部・場） ル四方 チーム・所・

長 部・場）長

第３号 21ミリメート 主務課（室・ 縦書きの文書 第３号 21ミリメート 主務課（室・ 縦書きの文書

ル 所・校）長 用 ル チーム・所・ 用

四方 四方 校）長

略 略

様式第１号（第５条関係） 略 様式第１号（第３条の３関係） 略

第２条 鳥取県公印規程の一部を次のように改正する。

様式第２号を次のように改める。

様式第２号（第８条関係）

公印使用簿

使用者 対応職員
年月日 件名 公印名

所属名 職名 氏名 職名 氏名 印

附 則

この訓令は、平成23年４月１日から施行する。

鳥取県何部
（ 局 ･ 監 ）
何 課（ 室・
本 部・ 所・
校 ）長 印

鳥取 県 何部
（ 局 ･ 監 ）
何課 （ 室・
チー ム ・所
･ 校 ） 長 印

鳥取県何部何
局（所・室）
何課（室・所
・部・場）
長 印

鳥取県何部何
局（所・室）
何課（室・チ
ーム・所・部
・場 ） 長 印

鳥

取

県

何

部

（

局

・

監

）

何

課

（

室

・

所

・

校

）

長

印

鳥
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県

何

部

（

局

・

監

）

何

課

（

室

・

チ

ー

ム

・

所

・

校

）

長

印

鳥 取 県

知 事 職 務

代 理 者 印


